
 
 

 

「神戸市がん対策推進条例」改正を踏まえたがん患者の治療と就労の両立支援について 

 

１．背 景 

・ 治療技術の進歩等により「長く付き合う病気」となり、仕事をしながら治療を続け

ることが可能な状況 

・ 一方、「がん対策に関する世論調査」（平成 28 年）によると、仕事と治療等の両立

について、治療や検査をしながら働き続けられる環境だと思う者の割合は 27.9％、そ

う思わない者 64.5％であり、がん患者の治療と就労の両立支援の取り組みが必要 

・平成 28 年に改正された「がん対策基本法」(平成 18 年法律第 98 号)、及び、本年公

布・施行された兵庫県「がん対策推進条例」においても、がん患者の就労支援を明記 

・11 月、神戸市会において、「神戸市がん対策推進条例」（平成 26 年４月施行）に、が

ん患者の就労支援に関する規定（第 11 条）を追加する改正条例が可決（令和２年１

月施行） 

 

（法及び県条例の規定・推進のための計画） 

神
戸
市 

神戸市がん対策推進条例(平成 26 年３月条例第 59 号) 

 

「がん患者等への支援」(第 11 条)に、就労支援にかかる規定を追加 

(令和２年１月施行) 

 

２．本市の取り組み 

（１）がん相談支援センターにおける就労相談 

「がん診療連携拠点病院」に設置している市内 6 か所の「がん相談支援センター」

では、治療や不安・精神的苦痛に対する相談や就労支援を行っている。 

特に、４か所のがん相談支援センターでは、ハローワーク相談員や社会保険労務士

等による相談会等、関係機関の協力を受け、専門職員による治療の両立相談を定期的

に行っている。 

 法・条例 推進基本計画・推進計画（法定） 

国 

がん対策基本法 

(平成 18 年法律第 98 号) 

 

「事業主の責務」、「がん患者の雇

用の継続等」、「民間団体の活動に

対する支援」（第８・20・22 条） 

がん対策推進基本計画(平成 19 年６月) 

 

・第３期がん対策推進基本計画（平成 29～令

和４年度）：医療機関等での就労支援、職場や

地域での就労支援の取り組むべき施策を記載 

・平成 28 年２月、両立支援の環境整備等を記

載した「就労支援ガイドライン」策定 

兵
庫
県 

がん対策推進条例 

(平成 31 年 3 月条例第 15 号) 

「治療等と就労の両立」（第 21 条） 

兵庫県がん対策推進計画（平成 20 年２月） 

現計画（平成 30～令和５年度）：拠点病院、

関係団体等との連携による就労支援の推進 
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〈主な相談内容〉・休職中の障害年金等の社会保障制度。 

・治療を継続しながらの、復職、再就職、転職。 

・会社との交渉仕方や、復帰や就職活動時の病名告知。 

 

（２）企業向け就労支援講演会（平成 30 年度開始） 

企業が就労支援に対する理解を深め、患者が仕事と治療を両立できることを目的に、 

がん相談支援センターと共催で開催 

[平成 30 年度] 

日時：平成 31 年３月 12 日（火） 参加者：35 人（17 企業３団体等）  

内容：講話「両立支援から始まる働き方改革」 

講師 キャンサー・ソリューションズ(株) 桜井なおみ氏 

     自らのがん経験や社会経験を活かした体験談や就労支援の必要性、企業

に知っていただきたい制度の紹介 

講話「がん治療を行いながら従業員が働き続けるための制度」 

講師 兵庫県社労保険労務士会 伊藤 貴志氏 

    中央市民病院がん相談支援センターで行っている就労相談の事例等 

を交え、がん患者が働き続けるための制度について説明 

 

 [令和元年度] 

日時：令和２年２月３日（月）開催予定  

内容：講話「企業の両立支援 ～取り組みと社員の支援について～」 

     講師：（株）松下産業 代表取締役社長 松下 和正氏 

講話「がん患者の治療と仕事の両立支援～制度と支援内容～」 

  講師：兵庫県産業保健総合支援センター 両立支援促進員 岸野雄彦氏 

 

（３）行政・関係機関との連携 

① 「がん相談支援センター連絡会」の開催（平成 29 年度～、年１回） 

がん患者支援の取り組み状況について情報交換、今後の連携体制についての検

討を目的とし、市内６か所のがん相談支援センター及び兵庫県立がんセンター、

兵庫県疾病対策課と連絡会を開催 

「患者や企業へ復職や休業のための制度の更なる周知が必要」、「就労支援の充 

実のため市がん条例の項目に加えることを検討してほしい」等の意見あり 

② 兵庫労働局「兵庫県地域両立支援推進チーム」への参加（令和元年～、年１回） 

平成 29 年 10 月、両立支援を効果的に進めるための連携を目的として「兵庫県

地域両立支援推進チーム」が設置され、本年度より本市も参加。 

会議では、各機関の両立支援の取り組みについて情報交換 

今後、患者の就労支援に活用するための、相談機関の一覧等のリーフレット（事

業者用・労働者用）を作成予定 
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３．今後の取り組み 

①がん相談支援センターにおいては、自院に入通院している患者からの相談だけでは

なく、他院の患者や、がん患者の家族等周囲等からの相談も増やしていけるように

周知広報の強化を図る。 

②企業が就労支援に対する理解を深め、従業員の治療と就労の両立支援を推進できる

よう、企業向け就労支援講演会の継続により、企業が活用できる制度の周知やがん

患者の現状や課題について情報提供を行っていく。 

③健康創造都市 KOBE 推進会議が開催するこうべ健康経営会議等を活用し、企業等に

対し治療と就労の両立支援の取り組みを働きかける 

④厚生労働省兵庫労働局をはじめ関係団体との連携を強化し、企業に対する治療と就

労の両立支援の制度の普及啓発を行う。 

⑤「がん市民フォーラム」や関係団体の市民公開講座等を活用し、市民に対し、がん

患者の治療と就労の両立支援について啓発を強化する。 

 

 

 

（参考１）国・兵庫県の取り組み 

（１）国の取り組み 

①「治療と仕事の両立支援助成金（環境整備・制度活用コース）」） 

事業者が、労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事の両立支援制度を導入又は適

用した場合に費用を助成（平成 29 年４月、労働局「障害者雇用安定助成金」として

創設。本年度より産業保健総合支援センターが実施） 

 

②｢長期療養者就職支援事業｣ 

ハローワークに、がん等により長期療養（経過観察・通院等）を必要とする方の

就職支援相談員（就労支援ナビゲーター）を配置。がん診療連携拠点病院等とも連

携し、個々の希望や治療状況を踏まえた職業相談・職業紹介等を実施 

 

③「事業場における治療と職業生活の両立支援ガイドライン」策定 

事業者が両立支援に向けて取り組むべき内容をまとめたガイドラインを策定（平

成 28 年２月） 

 

（２）兵庫県の取り組み 

① 「健康づくりチャレンジ企業」 

従業員のがん治療と就労の両立支援等の健康づくりに積極的に取り組む企業に対

し、取り組みのための費用補助や表彰 

 

②「三大疾病（がん、脳卒中、心血管疾患）療養者の治療と仕事の両立支援事業」 

がん患者等が就業継続できる環境整備のため、事業者が、治療で休職する従業員

の代替職員を雇用する際の経費を補助（平成 31 年４月開始） 
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（参考２）がん相談支援センターの就労相談 

 

医療機関名 センター相談員 社会保険労務士 ハローワーク 

市立医療ｾﾝﾀｰ中央市民病院 〇 〇 〇 

西神戸医療センター 〇 〇 
※ 

(病院から情報提供) 

神戸大学医学部付属病院 〇 〇  

神戸医療センター 〇  
※ 

(病院から情報提供) 

神鋼記念病院 〇   

県立こども病院 ※ (就学）   

    

県立がんセンター 〇 〇 〇 
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（参考３）法令等抜すい 

 

（１）【国】がん対策基本法（平成 18 年法律第 98 号、平成 28 年 12 月改正） 

（事業主の責務） 

第８条 事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地

方公共団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるものとする。 

（がん対策推進基本計画） 

（がん患者の雇用の継続等） 

第20条 国及び地方公共団体は、がん患者の雇用の継続又は円滑な就職に資するよう、

事業主に対するがん患者の就労に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を

講ずるものとする。 

（民間団体の活動に対する支援） 

第 22 条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行うがん患者の支援に関する活動、が

ん患者の団体が行う情報交換等の活動等を支援するため、情報提供その他の必要な施

策を講ずるものとする。 

 

（２）【国】第３期がん対策推進基本計画（平成 30 年３月閣議決定） 

全体目標： がん患者を含めた国民ががんを知り、がんの克服を目指す。 

分野別施策：①がん予防、②がん医療の充実、③がんとの共生、④基盤整備 

（③がんとの共生に、がん患者等の就労支援対策を規定。がん患者へのトライアン

グル型サポート（医療機関・企業・両立支援コーディネーター）体制の構築） 

 

（３）【県】兵庫県がん対策推進条例（平成 31 年３月条例第 15 号） 

（治療等と就労の両立） 

第 21 条 県は、事業者に対し、がん患者又はがん患者を看護する者の就労に関する知

識の普及及び啓発その他の必要な支援を行うことにより、がんの治療又はがん患者の

看護と就労との両立の推進に取り組むものとする。 

２ 事業者は、その従業員又は従業員の家族ががんに罹患しても、当該従業員が治療又

は家族の看護と就労とを両立することができるよう、休暇の取得の促進、代替職員の

確保その他の必要な措置を講じなければならない。 

 

（４）【県】兵庫県がん対策推進計画（平成 30 年３月） 

第５章第４節 がん患者を支える社会の構築 １就労支援体制の構築 

推進方策（１）拠点病院、関係団体等との連携による就労支援の推進 

・がん患者が就労を継続できるような環境整備・配慮についての啓発 

・がん相談支援センターの相談員が就労を含む問題対応への知識の習得 

・国等が育成・配置する両立支援コーディネーターの活用に関する周知 
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